
令和元年「労使コミュニケーション調査」
結果概要
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労使関係についての認識

 労使関係の維持について事業所の認識をみると、『安定的』と認識している事業所は81.9％。

 企業規模別にみると、5,000人以上規模の事業所では「安定的に維持されている」が最も多く、5,000人未満では「おおむね安定的に
維持されている」が最も多い。

 労働組合の有無別にみると、「労働組合がある」事業所では「安定的に維持されている」が最も多く、「労働組合がない」事業所では「お
おむね安定的に維持されている」が最も多くなっている。
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【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
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労使コミュニケーションを重視する内容

 事業所が労働者とどのような面での労使コミュニケーションを重視するかについてみると、「日常業務改善」が最も多く、次いで「作業環境
改善」、「職場の人間関係」となっている。
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【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。



【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注）「労使協議機関」：事業所又は企業における生産、経営などに関する諸問題につき、労働者ないし労働組合の意思を反映させるため、それらに対して使用者と労働者の代表とが協議する常設的機関をいう。

通常、労使協議会、経営協議会等の名称で呼ばれているものがこれにあたる。

労使協議機関の有無及び労使協議機関の成果

 労使協議機関がある事業所は、全体の37.1％。そのうち、平成30年の1年間に労使協議機関の「成果があった」とする事業所は、
60.7％。

 企業規模別では、企業規模が大きいほど「労使協議機関がある」事業所の割合が多くなっている。

 労働組合がある事業所の方が、労使協議機関がある事業所の割合が多い。
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【資料出所】厚生労働省「 労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注）「労使協議機関」：事業所又は企業における生産、経営などに関する諸問題につき、労働者ないし労働組合の意思を反映させるため、それらに対して使用者と労働者の代表とが協議する常設的機関をいう。

通常、労使協議会、経営協議会等の名称で呼ばれているものがこれにあたる。

労使協議機関の有無（産業別）

 労使協議機関の有無を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金融業，保険業」などにおいて、労使協議機関のある事業
所の割合が多い。
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【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注）「労使協議機関」：事業所又は企業における生産、経営などに関する諸問題につき、労働者ないし労働組合の意思を反映させるため、それらに対して使用者と労働者の代表とが協議する常設的機関をいう。

通常、労使協議会、経営協議会等の名称で呼ばれているものがこれにあたる。

正社員以外の労使協議機関の参画状況

 労使協議機関がある事業所のうち、「従業員代表に正社員以外の労働者が入っている」事業所の割合は、24.4％。
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労使協議機関に付議する事項

 労使協議機関がある事業所について、労使協議機関への「付議事項」であるとする事業所の割合をみると、「労働時間・休日・休暇に
関する事項」が最も多く、次いで、「安全衛生に関する事項」、「賃金・退職給付に関する事項」となっている。
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※「労使協議機関がある」と回答した事業所を100とした場合の割合。複数回答。

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注１）「労使協議機関」：事業所又は企業における生産、経営などに関する諸問題につき、労働者ないし労働組合の意思を反映させるため、それらに対して使用者と労働者の代表とが協議する常設的機関をいう。

通常、労使協議会、経営協議会等の名称で呼ばれているものがこれにあたる。

注２）育児休業制度、介護休業制度及び看護休暇制度を含む。
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 職場懇談会がある事業所は、全体の52.7％。そのうち、平成30年の1年間に職場懇談会が開催された事業所は、91.7％。

 平成30年の１年間に職場懇談会の「成果があった」とする事業所は79.0％。

 企業規模別にみると、5,000人以上の規模の事業所は、職場懇談会がある割合が多い。

 労働組合がある事業所の方が、職場懇談会がある事業所の割合が多い。
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【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注）「職場懇談会」：管理者と従業員が職場（課・グループなど）を単位として一定の業務運営、職場環境等について話し合うための会合をいう。

ただし、労働組合が行う団体交渉は該当しない。
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職場懇談会の有無（産業別）

 職場懇談会の有無を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金融業，保険業」などにおいて、職場懇談会がある事業所の
割合が多い。

10

50.7%
59.0%

48.9%

84.7%

59.7%
51.1% 50.2%

77.3%

37.1%

61.6%
50.1% 46.8%

41.2%

57.3% 58.6%
50.3%

49.3%
41.0%

51.1%

15.3%

40.3%
48.9% 49.8%

22.7%

62.9%

37.9%
49.7% 53.2%

58.8%

41.8% 40.1%
49.7%

0.5% 0.2%
0.9% 1.3%

0%

100%

鉱
業
，
採
石
業
，
砂
利
採
取
業

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給

・
水
道
業

情
報
通
信
業

運
輸
業
，
郵
便
業

卸
売
業
，
小
売
業

金
融
業
，
保
険
業

不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業

学
術
研
究
，

専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

教
育
，
学
習
支
援
業

医
療
，
福
祉

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

サ
ー
ビ
ス
業

(

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の)

職場懇談会がある 職場懇談会がない 不明

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注）「職場懇談会」：管理者と従業員が職場（課・グループなど）を単位として一定の業務運営、職場環境等について話し合うための会合をいう。

ただし、労働組合が行う団体交渉は該当しない。



93.1%
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職場懇談会へ参加した正社員以外の労働者

 職場懇談会が開催された事業所の中で､正社員以外の労働者がいる事業所のうち、職場懇談会に正社員以外の労働者が参加した
事業所は、58.3％。
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【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注）「職場懇談会」：管理者と従業員が職場（課・グループなど）を単位として一定の業務運営、職場環境等について話し合うための会合をいう。

ただし、労働組合が行う団体交渉は該当しない。
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職場懇談会で話し合われた事項

 職場懇談会が開催された事業所について、話し合われた事項をみると、「日常業務の運営に関すること」が最も多く、次いで、「安全衛生
に関すること」、「経営方針、生産、販売等の計画に関すること」となっている。
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※「職場懇談会が開催された」と回答した事業所を100とした場合の割合。複数回答。

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注）「職場懇談会」：管理者と従業員が職場（課・グループなど）を単位として一定の業務運営、職場環境等について話し合うための会合をいう。

ただし、労働組合が行う団体交渉は該当しない。
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苦情処理のための機関の有無

 苦情処理のための機関が「ある」事業所は、57.8％。その種類をみると、「相談窓口（電子メールでの受付を含む）」が81.1％と最も
多い。

 企業規模が大きいほど苦情処理のための機関がある事業所の割合が多い。

 労働組合がある事業所の方が、苦情処理のための機関がある事業所の割合が多い。
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【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注）「苦情処理委員会」：賃金、配置転換、日常の作業条件等について、従業員個人の苦情を解決するための労使代表で構成される常設機関をいう。

苦情処理のための
機関がある

苦情処理のための
機関がない

41.6％

不明
0.5%

＜企業規模別＞ ＜労働組合の有無別＞

苦情処理のための機関の種類
（複数回答）

「苦情処理のための機関がある」
と回答した事業所を100
とした場合の割合。

電子メールでの
受付を含む

100%



苦情処理のための機関（相談窓口）を利用した際の苦情の内容

 苦情処理のための機関（相談窓口（電子メールでの受付を含む））の利用があった事業所について、苦情の内容についてみると、

「人間関係に関すること（パワハラを含む）」が最も多く、次いで、「日常業務の運営に関すること」となっている。

14

10.2%

7.3%

11.3%

12.9%

13.3%

13.4%

15.0%

25.6%

29.6%

31.7%

55.7%

74.1%

その他

教育訓練等

正社員以外の労働者の
雇用契約の締結・更新・雇止め

正社員以外の労働者の正社員への登用制度

勤務延長・再雇用

福利厚生

安全衛生

人事（人員配置・出向、昇進・昇格等）

男女差別、セクハラ

賃金、労働時間等労働条件

日常業務の運営

人間関係（パワハラを含む）

47.3%

相談窓口（電子メー
ルでの受付を含む）の
利用があった割合

利用が
あった

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。

「苦情処理のための機関（相談窓口（電子メールでの受付を含む）））の利用があった」
と回答した事業所を100とした場合の割合。

100%

0%

100%

苦情処理
のための
機関があ
る

57.8％

相談窓口
（電子
メールで
の受付を
含む）が
ある

81.1％

苦情処
理のため
の機関が
ない

41.6％

不明
0.5%

「苦情処理のための機関が
ある」と回答した事業所を
100とした場合の割合。



苦情処理のための機関（苦情処理委員会）を利用した際の苦情の内容

 苦情処理のための機関（苦情処理委員会）の利用があった事業所について、苦情の内容についてみると、「人間関係に関すること
（パワハラを含む）」が最も多く、次いで、「男女差別、セクハラ」となっている。
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23.6%

3.9%

11.5%

14.9%

16.9%

25.7%

26.4%

31.4%

41.7%

50.7%

52.6%

73.9%

その他

勤務延長・再雇用

教育訓練等

正社員以外の労働者の正社員への登用制度

正社員以外の労働者の
雇用契約の締結・更新・雇止め

福利厚生

人事（人員配置・出向、昇進・昇格等）

安全衛生

賃金、労働時間等労働条件

日常業務の運営

男女差別、セクハラ

人間関係（パワハラを含む）

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［事業所調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。

「苦情処理のための機関（苦情処理委員会）の利用があった」
と回答した事業所を100とした場合の割合。

28.9%

苦情処理委員会の利
用があった割合

利用が
あった

100%

0%

100%

苦情処理
のための
機関があ
る

57.8％
苦情処理
委員会が
ある

16.7％

苦情処
理のため
の機関が
ない

41.6％

不明
0.5%

「苦情処理のための機関が
ある」と回答した事業所を
100とした場合の割合。



労働者調査
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労使コミュニケーションの良好度

 事業所での労使コミュニケーションがどの程度良好であるかについて労働者の認識をみると、「良い」60.5％、「どちらともいえない」28.6％、
「悪い」9.6％となっている。
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17.4% 17.0%

50.0%

39.3%

23.7%

31.6%

7.0%
7.9%0.7% 2.8%

1.1% 1.4%

0%

100%

労働組合が

ある

労働組合が

ない0%

100%

非常に良い
17.2%

＜労働組合の有無別＞

やや悪い
7.6%

やや良い
43.3%

どちらともいえない
28.6%

非常に悪い
2.0%

良い

60.5％

悪い
9.6％

21.3% 21.6%
13.3% 13.6% 11.5%

16.3%

45.1% 48.3%

45.0%
37.9%

37.3%
35.9%

28.7% 20.6%

30.9%
35.3%

35.4% 31.7%

3.7%
8.2% 5.2%

9.1% 10.5% 11.0%

0.5% 0.8% 3.5% 3.7% 2.3% 2.5%

0.8% 0.6% 2.2% 0.4% 3.1% 2.6%

0%

100%

5,000人

以上

1,000～

4,999人

300～

999人

100～

299人

50～

99人

30～

49人

非常に良い やや良い どちらとも言えない
やや悪い 非常に悪い 不明

＜企業規模別＞＜労使コミュニケーションの良好度＞

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［労働者調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。

不明
1.3%



労使コミュニケーションを重視する内容

 労働者が労使コミュニケーションを重視する内容についてみると、「職場の人間関係」が最も多く、次いで「日常業務改善」、「賃金、労働
時間等労働条件」となっている。
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3.7%

14.5%

17.5%

24.6%

31.2%

52.0%

53.0%

57.7%

66.2%

その他

経営に関する事項

福利厚生、文化・体育・レジャー活動

教育訓練

人事（人員配置・出向、昇進・昇格等）

作業環境改善

賃金、労働時間等労働条件

日常業務改善

職場の人間関係

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［労働者調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
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委員会へ

外部の
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－ －－11.7 11.5 15.9
5.8

14.4
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84.1

94.2
85.6

0%

100%

計 正社員 パート

タイム

労働者

有期契約

労働者

嘱託

労働者不平や不満を伝えたことがある

又は不平や不満がない
不平や不満を伝えたことがない

注３）

労働者の不平・不満の事業所への伝達方法

 過去３年間（平成28年7月1日～令和元年6月30日）に、自分自身の処遇等についての不平や不満を事業所に伝えたことがある
労働者は、全体の11.7％。

 伝達方法としては、「直接上司へ」伝えた割合が最も多い。
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「不平や不満を伝えたことがある」場合の伝達方法（複数回答）（％）

注１）

注２）

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［労働者調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注１）「正社員」：事業所において正社員とする者をいう。勤務延長者（定年年齢に到達後も退職することなく引き続き雇用されている者）、他社からの出向社員を含む。
注２）「パートタイム労働者」：正社員以外の常用労働者で、雇用期間の定めの有無にかかわらず、事業所において、１日の所定労働時間が一般労働者より短い者、１日の所定労働時間が一般労働者と同じであっても、

１週間の所定労働日数が一般労働者よりも少ない者又は事業所で「パートタイマー」、「パート」又はそれらに近い名称で呼ばれている者をいう。

注３）「有期契約労働者」：正社員以外の労働者で、例えば３か月や１年など期間を定めた契約で雇用される者をいう。ただし、パートタイム労働者、派遣労働者、日々雇われている者、当該事業所を出向先とする出向社員及び
嘱託労働者を除く。

注４）「嘱託労働者」：定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し雇用される者をいう。
注５）「自己申告制度」：従業員各人の能力、希望勤務等の申告、自己の業績の評価等を行わせる制度をいう。

注６）数値の右に「※」が付されているものは分母となるサンプル数が１以上１０未満のものを示し、統計の精度に問題があるため、利用する際は注意を要する。

注５）

電子メールでの
相談を含む

公共の機関
を含む

＜就業形態別＞

注４）

いずれも
該当無し

※

※

※

※

※

※



労働者の不平・不満の内容

 過去３年間（平成28年7月1日～令和元年6月30日）に不平や不満を事業所に伝えたことがある労働者について、伝えた不平や
不満の内容についてみると、合計では「日常業務の運営に関すること」が最も多く、次いで、 「賃金、労働時間等労働条件に関すること」
「人事（人員配置・出向、昇進・昇格等）に関すること」となっている。
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【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［労働者調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。
注１） 「正社員」：事業所において正社員とする者をいう。勤務延長者（定年年齢に到達後も退職することなく引き続き雇用されている者）、他社からの出向社員を含む。
注２） 「パートタイム労働者」：正社員以外の常用労働者で、雇用期間の定めの有無や就業の時間や日数にかかわらず、事業所で「パートタイマー」、「パート」又はそれらに近い名称で呼ばれている者をいう。

注３）「有期契約労働者」：正社員以外の労働者で、例えば３か月や１年など期間を定めた契約で雇用される者をいう。ただし、パートタイム労働者、派遣労働者、日々雇われている者、当該事業所を出向先とする出向社員及び
嘱託労働者を除く。

注４）「嘱託労働者」：定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し雇用される者をいう。
注５）数値の右に「※」が付されているものは分母となるサンプル数が１以上10未満のものを示し、統計の精度に問題があるため、利用する際は注意を要する。

注１）

注２）

注３）

注４）

※
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※ ※

※

※



0%

100%

不平や不満の伝達の結果

 過去３年間に不平や不満を事業所等に伝えたことが「ある」労働者について、どのような結果が得られたかをみると「納得のいく結果が得
られた」18.2％、「検討中のようである」24.5％、「納得のいく結果は得られなかった」45.2％となっている。
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ない
66.2％

「不平や不満がある」
と回答した労働者を
100とした場合の割合。
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＜不平や不満の有無＞ ＜不平や不満の伝達の有無＞ ＜不平や不満の伝達結果＞

【資料出所】厚生労働省「労使コミュニケーション調査」 ［労働者調査］ (令和元年）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成。

不明 0.1%


